
　北海道渡島支庁の取り組み

　渡島支庁では，自然に親しむ機会の少ない高齢者

や障害を持つ方などが，多様な森の楽しみ方を直接

体験できるように配慮した森林利用環境づくりを進

める必要があると考え，「森林（もり）のバリアフ

リーモデル事業」を平成14～16年度の3年間行いまし

た。この事業では，福祉や教育関係者に加え，森づ

くりセンターや林業試験場，林産試験場などから集

まった委員によって，渡島森林空間バリアフリー

ゾーン協議会を構成し，同管内の森林にバリアフ

リー散策路（写真1）を試験施工して，車いすでの実

走試験や自然観察会を行いました。

　バリアフリー木道を設置する際の留意点

　森林散策路に，なぜ木道が必要なのでしょうか？

　自然そのままの森林は，草や木が生えていたり，

地面に凹凸があったり，あるいは土が軟らかすぎた

りして，歩行が困難な場所があります。そこで歩き

やすくする手段が必要となりますが，その一つが木

道です。さらにバリアフリー化を図るためには，歩

きやすさだけではなく，車いすや杖などを使用され

ている方など，より多くの方の使いやすさを考えた

設計をしなければなりません。そこで，ここではバ

リアフリー木道の設置に向けた留意点を紹介したい

と思います。

1）設置場所の選定

　森林散策路は，そこにある自然を楽しむというこ

とが目的の一つであり，さらにコストの面を考慮す

ると，その場所の地形をそのまま利用することが基

本的な考え方となります。しかし一口に森林と言っ

ても様々な地形をしており，バリアフリー木道をそ

のすべての地形に対応させることは非常に難しいこ

とです。そこで，バリアフリー木道の設置が可能な

地形であるかどうかを検討する作業は欠かすことが

できません。

　木道に最も影響を与える要素の一つが地形の勾配

です。勾配が急な場所では，木道の勾配を抑えるこ

とが大変難しいため，ある程度緩やかな勾配で森林

を散策できるような地形がバリアフリー木道の設置

場所として望ましいと考えられます。

　また，森林散策路を訪れる際に，最もアクセスし

やすい手段として自動車が考えられます。特に車い

す使用者にとっては他の手段によるアクセスが困難

な場合もあることから，入り口にできるだけ近い位

置に駐車スペースを確保する必要があります。さら

に，森林散策路を快適に利用してもらうためには，

車いす使用者が利用可能なトイレも必要です。しか

しこれらの設備を新たに設けることは大きな負担と

なるため，こうした設備が整っている公園等を利用

できるような場所に森林散策路を設置するなど，場

所の選定は施工性やコストなども含めた検討をすべ

きだと思います。

2）勾配

　勾配には，進行方向に沿った勾配（縦断勾配）

と，それと直角をなす方向の勾配（横断勾配）との2

種類があります。縦断勾配については5％以下にする

ことが望ましいと言えます。やむを得ない場合で

も，車いす使用者の中でも上肢に力のある方や介助

者を伴った方が利用できるように，8％以下に抑える

よう検討する必要があります。横断勾配については

可能な限り水平にするのが基本的な考え方です。

　散策路の利用者の中には，緩い勾配でなければ利

用できない方もいれば，やや急な勾配にチャレンジ

したいと思う方もいます。車いす使用者に限って

も，その走行能力は様々であり，また介助者が伴っ

た場合などは少し急な勾配でも利用可能となりま

す。こうした様々な目的や能力に対応するために，
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いくつかのコースを設けることは非常に有効である

と言えます。例えば車いす使用者が一人で上ってい

けるような緩やかなコース，勾配がやや急なコー

ス，そして階段なども伴ったコースなどを設け，利

用者が自分に合ったコースを選択できるようにする

ことで，より多くの方々の満足につながるものと思

われます。

3）幅員

　幅員は，車いす使用者同士がすれ違う状況を考慮

して，1.8m以上確保することが望ましいです。もし

それが確保できない場合でも，幅員は1.2m以上と

し，車いす使用者同士ですれ違える幅員1.8m以上の

箇所を適宜設ける必要があります。このとき片方の

車いす使用者が他方を待ってすれ違うという状況が

考えられるので，すれ違いを想定した箇所は水平に

しておく必要があります。

4）水平部分

　上述のように，1.8m以上の幅員を持つ木道の水平

部分は，車いす使用者同士がすれ違う場所として重

要な役割を果たします。また，車いす使用者が傾斜

路で長い時間止まっていることは困難であり，休憩

する場所としても必要です。同様に足の不自由な方

や高齢者等においても，傾斜路は足への負担が大き

いことから，水平部分は欠かせません。すべての人

が散策路を快適に活用できるように，水平部分の配

置や間隔を十分検討する必要があります。

5）段差やすき間

　床板は，大きなすき間や段差をできるだけ作らな

いように注意しなければなりません。こうしたすき

間や段差に足をとられ，転倒する危険や，杖の先端

や車いすの車輪がすき間に入り込むなどして，事故

につながる可能性があるからです。

6）案内表示

　利用者にその木道がどのようなものであるかの情

報を提供するためには，案内表示が重要な役割を持

ちます。特にバリアフリー木道については，多様な

人々の身体条件や体力に応じて，それぞれが利用可

能か否かの判断ができるような内容を表示しなけれ

ばなりません。

　入り口には木道の全体図やトイレ，休憩所などの

配置をわかりやすく表示し，またそこに勾配や距

離，見所なども併せて表示します。また，それぞれ

のコースの分岐点や始終点には，そのコースの勾配

や幅員，距離，休憩場所の間隔など，利用者が選択

する上で必要な詳しい情報を提供する案内表示を設

け，利用者が自分に合ったコース等を検討できるよ

うにします。

　道内の森づくりセンターでは，障害を持つ方や高

齢者などすべての道民が，安全で自由に森林と触れ

合う機会を得られるように，バリアフリー散策路の

整備に取り組んでいます。現在，計9箇所で整備され

ました（表1）。また，このほかにも国有林内にバリ

アフリー散策路が設置されるなど，誰もが森林と身

近に付き合える環境作りが進んでいます。

　みなさんも一度，こうした森林散策路を利用し

て，心と体をリフレッシュさせてみませんか？

名称 場所 実施主体

森林バリアフリー散策路 函館市 渡島東部森づくりセンター

松前地区ふれあいの森 松前郡松前町 渡島西部森づくりセンター

樹木園地区ふれあいの小径 虻田郡真狩村 後志森づくりセンター

アポイ樹木園遊歩道 様似郡様似町 日高森づくりセンター

渓流の森ふれあいの小径 増毛町 留萌森づくりセンター

江部乙採取園交流の森 滝川市 空知森づくりセンター

天竜沼ふれあいの小径 中川郡美深町 上川北部森づくりセンター

みらいの森ふれあいの小径 十勝郡浦幌町 十勝森づくりセンター

愛冠ふれあいの小径 厚岸郡厚岸町 釧路森づくりセンター

表1　道内におけるバリアフリー散策路の一例
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